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人口と世帯数

人　口　7,983人（△24）
　男　　4,027人（△17）
　女　　3,956人（△ 7）
世帯数　2,912世帯（△19）

（　）内は前月比

（平成22年10月１日現在）

平成22年10月19日発行No.337

敬老祝品贈呈者（敬称略）
氏　　　名 年　齢 住　　所
今田　とめ １０１ 山 之 郷
小関　せき １００ 味 庄
立花　愛子 １００ 山 根
前田　孝子 １００ 味 庄
吉本　喜く １００ 長 柄 山
小倉　たけ １００ 針 ヶ 谷
大野　とき ９９ 刑 部
荒井　たか ９９ 大 庭
保川　玄一 ９９ 高 山
柴㟢　い袮 ９８ 桜 谷
成嶋千代子 ９８ 山 之 郷
（年齢は平成22年度誕生日到達時です。）

　「敬老の日」にあたり、本年満百歳を迎えられた小倉たけさん・小関せきさ
ん・𠮷本喜くさん・前田孝子さん・立花愛子さんに、長生健康福祉センター長か
ら内閣総理大臣の祝状及び記念品をそれぞれ贈り、お祝いをしました。
　また、数え99歳（満98歳）以上の11名全員に町長から祝品を贈呈しました。
　いつまでもお元気でお過ごしください。

祝　長寿

小倉たけさん

𠮷本喜くさん 前田孝子さん

小関せきさん
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◆
は
じ
め
に

本
日
、
平
成
22
年
９
月
定
例
会

の
開
会
に
あ
た
り
ま
し
て
、
こ
れ

か
ら
４
年
間
に
わ
た
る
３
期
目
の

町
政
運
営
に
対
す
る
所
信
の
一
端

を
申
し
述
べ
る
機
会
を
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。わ

た
く
し
は
、
去
る
８
月
29
日

の
町
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
議

員
の
み
な
さ
ま
を
は
じ
め
、
各
方

面
か
ら
の
力
強
く
ま
た
温
か
い
ご

支
援
と
ご
厚
情
を
賜
り
ま
し
て
、

引
き
続
き
町
政
を
担
わ
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
場
を
お
借
り
い
た
し
ま
し
て
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

八
千
町
民
の
皆
様
の
ご
期
待
に

お
応
え
で
き
る
よ
う
、
決
意
も
新

た
に
全
力
で
取
り
組
む
覚
悟
で
ご

ざ
い
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で

の
２
期
８
年
間
、
地
方
公
共
団
体

を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
わ

り
、
変
革
と
い
う
渦
の
中
で
、
ど

の
よ
う
に
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

維
持
す
る
か
、ま
た
成
長
す
る
か
、

な
か
な
か
厳
し
い
舵
取
り
の
中
で

「
選
択
と
集
中
」
を
基
本
と
し
、

町
政
運
営
に
努
力
し
て
参
り
ま
し

た
。国

政
に
お
い
て
は
、
昨
年
、
歴

史
的
な
政
権
交
代
と
な
り
、
政
府

は
、そ
の
基
本
方
針
に
お
い
て
、「
地

域
の
住
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
考

え
、
主
体
的
に
行
動
し
、
そ
の
行

動
と
選
択
に
責
任
も
負
う
『
地
域

主
権
』
へ
と
、
こ
の
国
の
あ
り
方

を
、
大
き
く
転
換
し
て
い
く
」
と

し
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
政
権
と
し
て
も
、
今

後
、
地
方
分
権
改
革
は
着
実
に
進

行
し
、
国
と
地
方
と
の
関
係
は
こ

れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
り
、
新
た

な
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
町
に
お
い

て
も
複
雑
・
多
様
化
す
る
町
民
の

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
な
が
ら
、
地
方

分
権
改
革
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
自

主
・
自
立
の
ま
ち
づ
く
り
を
常
に

念
頭
に
置
き
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
町
政
運
営
の
基
本
姿
勢

さ
て
、
地
方
分
権
と
聞
く
と
何

よ
り
先
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
が
「
市

町
村
合
併
」
で
す
が
、
ご
承
知
の

と
お
り
、
長
生
郡
市
７
市
町
村
は

平
成
の
大
合
併
と
い
う
国
を
挙
げ

て
の
大
き
な
う
ね
り
の
中
、
平
成

15
年
と
19
年
の
ニ
度
に
わ
た
り「
茂

原
市
を
中
心
と
し
た
長
生
地
域
全

体
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
」「
地
域

の
均
衡
あ
る
発
展
」
な
ど
と
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
た
も
の

の
、
残
念
な
が
ら
結
実
さ
せ
る
こ

と
が
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
今
、
振
り
返
る
中
で
、

わ
た
く
し
は
こ
の
合
併
協
議
と
い

う
も
の
を
経
験
し
た
お
か
げ
で
、

自
分
達
の
生
ま
れ
育
っ
た
町
を
、

深
く
想
い
、
そ
し
て
本
町
の
良
い

と
こ
ろ
、
ま
た
足
ら
な
い
所
な
ど

を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
い
い
機
会

を
得
た
と
プ
ラ
ス
に
捉
え
て
い
ま

す
。町

が
ひ
と
つ
に
な
る
、「
ひ
と
つ

の
な
が
ら
」
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
30
年
、
３
村
合
併
に
よ
る

長
柄
町
の
誕
生
以
来
、
今
年
で
55

年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
は
ご
存
じ
の
と
お
り
農
業
基
盤

や
幹
線
道
路
、
ま
た
集
落
内
道
路

な
ど
の
公
共
資
本
の
整
備
が
ま
ち

づ
く
り
の
中
枢
で
あ
り
ま
し
た
。

ほ
場
整
備
に
し
ろ
、
道
路
整
備
に

し
ろ
、
旧
３
村
３
地
区
そ
れ
ぞ
れ

が
地
域
内
に
向
け
た
、
い
わ
ゆ
る

内
向
き
の
地
域
概
念
を
持
ち
続

け
、
未
だ
に
「
上
だ
、
下
だ
」
と

い
う
言
葉
が
聞
こ
え
て
い
ま
す
。

中
学
校
も
統
合
５
年
が
経
ち
、
若

者
の
意
識
の
中
で
は
当
然
の
よ
う

に
「
オ
ー
ル
な
が
ら
」
が
根
付
き

始
め
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
厳

し
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に

「
町
が
ひ
と
つ
」
に
な
っ
て
、
こ

の
町
の
「
底
力
」
と
な
り
、
元
気

な
長
柄
町
に
な
る
よ
う
に
と
願

い
、「
ひ
と
つ
の
な
が
ら
」
と
い
う

思
い
を
掲
げ
町
長
選
挙
に
臨
み
ま

し
た
。

そ
こ
で
、
わ
た
く
し
の
町
政
運

営
の
8
つ
の
基
本
姿
勢
と
今
後
４

年
間
で
実
現
し
た
い
と
考
え
て
い

る
こ
と
の
一
端
を
申
し
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
１
．
教
育
・
保
育
﹁
こ
ど
も

第
一
﹂

ま
ず
一
つ
は
、
常
に
こ
ど
も
に

視
点
を
向
け
た
施
策
「
こ
ど
も
第

一
」
で
す
。

こ
ど
も
達
こ
そ
な
が
ら
の
未
来

の
宝
で
す
。
明
日
の
な
が
ら
の
活

力
の
源
で
す
。

こ
の
春
開
園
し
た
こ
ど
も
園
の

真
価
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
で
す
。

（平成 22年第 3回定例会）
平成 22年第 3回長柄町議会定例会（平成 22年 9月 29日）における、成嶋町長の所信表明の全文です。

成嶋町長
議会定例会で 3期目の所信を表明
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的
確
に
、
保
育
・
教
育
、
そ
し
て

子
育
て
支
援
の
ニ
ー
ズ
に
お
応
え

で
き
る
よ
う
前
進
さ
せ
て
ま
い
り

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
住
民
説
明

会
な
ど
で
最
も
要
望
の
多
か
っ

た
、
短
時
間
児
、
い
わ
ゆ
る
幼
稚

園
児
の
３
歳
ク
ラ
ス
の
新
設
に
つ

い
て
、
来
年
４
月
の
実
現
に
向
け

進
め
て
参
り
ま
す
。

次
に
、
小
学
校
問
題
に
つ
き
ま

し
て
、
水
上
小
学
校
の
今
年
度
の

入
学
児
童
数
２
名
と
い
う
実
状
を

受
け
て
、
教
育
的
観
点
か
ら
こ
の

町
の
小
学
校
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
長
柄
町
小
学
校
の
あ
り
方
検

討
委
員
会
に
諮
問
し
、
先
般
答
申

書
の
提
出
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
こ
の
問
題
に
つ

き
ま
し
て
、
統
合
に
向
け
た
推
進

委
員
会
の
設
置
準
備
に
つ
い
て
、

既
に
関
係
課
長
に
指
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
こ
ど
も
達
の
成
長

に
待
っ
た
は
な
い
と
の
考
え
か

ら
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
か
つ

万
全
を
期
し
て
ま
い
り
ま
す
。

中
学
校
に
つ
き
ま
し
て
は
、
引

き
続
き
長
柄
町
の
地
域
力
を
結
集

し
て
、更
に
「
ひ
と
つ
の
な
が
ら
」

を
醸
成
し
、
こ
ど
も
達
の
ふ
る
さ

と
回
帰
の
強
い
意
思
と
、
ふ
る
さ

と
を
愛
す
る
心
を
育
み
、
未
来
の

な
が
ら
を
つ
く
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

■
２
．
親
へ
の
支
援

二
つ
目
は「
親
へ
の
支
援
」で
す
。

こ
ど
も
の
健
康
は
、
ま
ず
育
て

る
親
た
ち
の
健
康
と
の
視
点
か

ら
、
わ
た
く
し
は
こ
ど
も
を
安
心

し
て
生
み
育
て
る
環
境
の
充
実
・

整
備
に
な
お
一
層
努
め
て
参
り
ま

す
。こ

ど
も
園
内
に
新
設
し
た
「
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
、
子
育

て
世
代
の
親
た
ち
の
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
と
な
り
、
予

想
以
上
に
多
く
の
母
親
た
ち
の
利

用
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
れ
ほ

ど
に
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
と
、
あ
ら
た
め
て
需
要
の
多
さ

を
実
感
し
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
学
童
保
育
に
つ
い
て

も
、
こ
の
４
月
か
ら
本
町
２
か
所

目
と
な
る
旧
長
柄
保
育
所
の
開
設

を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
従

来
に
加
え
利
用
者
が
増
加
し
て
き

て
い
ま
す
。
施
設
が
出
来
た
こ
と

に
満
足
せ
ず
、
子
育
て
を
し
な
が

ら
で
も
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で

き
る
環
境
づ
く
り
を
念
頭
に
、
こ

れ
ら
ま
す
ま
す
の
内
容
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
今
は
結
婚
を
機
に
町

外
に
転
出
す
る
夫
婦
が
多
く
、
そ

の
こ
と
が
本
町
の
生
産
人
口
の
減

少
に
直
結
す
る
大
き
な
課
題
に

な
っ
て
い
る
と
危
惧
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
「
若
い
世
代
の
定

住
化
対
策
」
に
取
り
組
ん
で
参
り

ま
す
。

こ
ど
も
園
を
は
じ
め
と
し
た
本

町
の
子
育
て
へ
の
支
援
体
制
と
、

の
び
の
び
育
つ
良
好
な
自
然
環
境

な
ど
、
本
町
の
特
長
を
組
み
入
れ

た
施
策
を
今
後
検
討
し
て
参
り
ま

す
。

■
３
．
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

三
つ
目
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関

し
、
幅
広
く
意
見
を
吸
い
上
げ
、

施
策
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
た
新
た
な
組
織
を
立
ち
上

げ
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
は
、
町
民
一
人
ひ

と
り
の
想
い
が
活
か
さ
れ
て
こ
そ

輝
き
を
放
ち
ま
す
。
長
年
住
み
続

け
て
い
る
ふ
る
さ
と
な
が
ら
へ
の

想
い
や
転
入
後
間
も
な
い
方
々
の

斬
新
な
な
が
ら
へ
の
想
い
、
ま
た

若
い
世
代
の
未
来
へ
の
想
い
な

ど
、多
様
な
住
民
意
見
を
反
映
し
、

町
民
の
視
点
を
生
か
し
た
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
行
政
の
情
報
を
的
確
に

町
民
の
皆
様
に
お
伝
え
し
、
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皆
が
ま
ち

づ
く
り
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
こ
そ
が
大
切
と
考
え
ま

す
。
そ
の
点
か
ら
も
様
々
な
課
題

を
一
緒
に
考
え
、
情
報
を
共
有
し

て
、
町
民
が
積
極
的
に
ま
ち
づ
く

り
に
参
画
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

■
４
．
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち

づ
く
り

四
つ
目
は
、
豊
か
な
自
然
と
調

和
し
た
ま
ち
づ
く
り
で
す
。

本
町
は
、
森
林
面
積
が
町
全
体

の
３
割
で
、
そ
の
多
く
を
県
立
自

然
公
園
が
占
め
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、こ
れ
ま
で
長
年
、

町
の
施
策
の
中
で
は
、
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
感
が
あ
る
林
業
政
策
に

対
し
、
そ
の
切
り
口
を
変
え
、
山

林
資
源
の
活
用
と
保
全
に
関
し
、

幅
広
く
住
民
参
加
が
で
き
る
よ
う

な
仕
組
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
考
え
、
そ
の
一
歩
で
も
踏
む

出
す
こ
と
が
出
来
た
ら
と
考
え
ま

す
。特

に
荒
廃
し
た
里
山
な
ど
の
身

近
な
自
然
環
境
の
保
全
活
動
に
つ

い
て
、
地
域
と
民
間
組
織
と
の
協

働
に
よ
る
取
り
組
み
な
ど
が
可
能

か
検
討
し
て
参
り
ま
す
。

ま
た
、農
地
・
山
林
・
宅
地
な
ど
、

町
全
域
、
す
べ
て
の
土
地
境
界
を

確
定
す
る
地
籍
調
査
事
業
を
開
始

し
ま
す
。
事
業
予
定
期
間
は
10
年

を
超
え
る
大
変
大
き
な
事
業
と
な

り
ま
す
が
、
町
民
相
互
の
境
界
紛

争
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
を
無
く
す
こ

と
や
災
害
時
の
復
旧
が
円
滑
に
進

む
な
ど
、
住
民
生
活
に
と
っ
て
非

常
に
有
益
な
事
業
で
あ
り
、
来
年

度
か
ら
の
着
手
を
目
指
し
、
現
在

そ
の
準
備
を
指
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
費
用
負
担
者
で
あ
る
県

と
の
調
整
が
今
後
の
課
題
で
は
あ

り
ま
す
が
、
本
町
の
主
要
事
業
の

一
つ
と
し
て
推
進
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

■
５
．
健
康
・
福
祉

五
つ
目
は
高
齢
者
が
元
気
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
で

す
。高

齢
社
会
は
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

進
み
ま
す
。
わ
た
く
し
は
一
人
ひ

と
り
が
自
分
ら
し
く
健
康
で
い
き

い
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
健
康

づ
く
り
や
福
祉
、
生
き
が
い
づ
く

り
の
場
を
充
実
さ
せ
て
ま
い
り
ま

す
。
特
に
介
護
予
防
と
地
域
医
療

の
充
実
に
力
を
注
い
で
参
り
ま
す
。

町
民
が
安
心
し
て
診
て
も
ら
え

る
病
院
は
地
域
の
宝
で
す
。
６
市

町
村
と
連
携
し
、
公
立
長
生
病
院

本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ

う
、
医
療
体
制
の
充
実
に
取
り
組

み
ま
す
。

ま
た
脳
神
経
外
科
に
特
化
し
た

福
島
孝
徳
記
念
病
院
に
つ
い
て

は
、
そ
の
高
度
医
療
機
関
と
し
て

の
役
割
に
加
え
て
、
長
柄
町
民
の
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保
健
健
康
分
野
の
拠
り
ど
こ
ろ
へ

と
進
化
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
今

後
も
支
援
・
協
力
体
制
を
維
持
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
６
．
人
と
人
の
つ
な
が
り

六
つ
目
は
地
域
や
自
治
会
な
ど

の
つ
な
が
り
で
す
。

災
害
や
犯
罪
な
ど
危
険
は
日
常

に
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
万
が
一
の

事
態
に
対
し
て
、
初
期
段
階
の
地

域
内
相
互
援
助
が
、
よ
り
万
全
の

備
え
で
対
応
で
き
る
よ
う
自
主
防

災
組
織
な
ど
の
拡
充
を
図
っ
て
参

り
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
一
昔
前
に
比
べ

て
各
自
治
会
に
「
元
気
な
力
」
が

う
す
れ
て
来
て
い
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
の

も
一
つ
の
原
因
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、全
体
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
を
感
じ
て
い
ま
す
。

先
の
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
学

生
の
意
見
に
、「
町
民
が
一
体
感
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
町
全
体
で

の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
・
祭
り
の
よ

う
な
も
の
を
開
催
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
も
の
が
多
数
あ
り
ま
し

た
。
数
年
前
か
ら
町
民
体
育
祭
を

取
り
や
め
て
い
る
経
緯
と
い
う
も

の
も
あ
り
、
理
解
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
あ
え
て
今
、
地
域
の

活
気
や
一
体
感
、
人
と
人
の
つ
な

が
り
ま
た
は
絆
と
い
う
も
の
を
考

え
る
中
で
、
こ
ど
も
達
の
思
い
に

耳
を
傾
け
て
み
た
い
と
今
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
「
ひ
と
つ
の
な

が
ら
」「
元
気
な
な
が
ら
」
へ
の
取

り
組
み
と
し
て
、
皆
様
の
ご
意
見

を
頂
戴
し
な
が
ら
、
是
非
一
歩
、

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

■
７
．
産
業
振
興

七
つ
目
は
新
し
い
な
が
ら
の
産

業
で
す
。

豊
か
な
町
民
生
活
の
実
現
に
は

産
業
振
興
が
必
要
で
す
。
わ
た
く

し
は
な
が
ら
の
特
性
を
活
か
し
た

産
業
の
掘
り
起
こ
し
に
努
め
ま
す
。

道
の
駅
の
拡
大
や
学
校
給
食
へ

の
地
元
農
産
物
の
利
用
推
進
に
よ

り
、
地
産
地
消
を
促
進
し
、
な
が

ら
の
農
産
物
の
消
費
拡
大
を
図
り

ま
す
。

特
に
道
の
駅
を
は
じ
め
と
し
た

農
産
物
直
売
所
は
、
高
齢
者
の
生

産
意
欲
を
高
め
、楽
し
み
の
発
掘
、

介
護
予
防
な
ど
の
観
点
か
ら
も
特

に
有
効
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
、
こ

の
点
な
ど
か
ら
も
充
実
に
努
め
ま

す
。ま

た
、
企
業
誘
致
は
重
要
課
題

の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。

申
し
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
企

業
は
雇
用
・
税
収
な
ど
町
全
体
の

活
性
化
、
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
点

か
ら
そ
の
存
在
は
大
き
い
と
こ
ろ

で
、
来
年
、
旧
水
上
中
学
校
跡
地

に
開
設
が
決
定
し
て
い
る
食
品
関

連
企
業
を
は
じ
め
、
町
外
か
ら
長

柄
町
に
立
地
を
希
望
し
て
来
る
そ

れ
ぞ
れ
の
企
業
に
、「
新
し
い
風
」

と
い
う
意
味
か
ら
期
待
が
膨
ら
む

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
力
を
入

れ
て
参
り
ま
す
。

■
８
．
行
政
改
革

最
後
に
八
つ
目
と
し
て
行
政
改

革
の
続
行
で
す
。

町
民
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、

ま
ず
第
一
に
信
頼
さ
れ
る
公
正
で

効
率
的
な
行
政
の
実
現
で
す
。
限

ら
れ
た
経
営
資
源
を
効
率
的
で
効

果
的
に
活
用
す
る
行
財
政
改
革
を

進
め
、町
民
満
足
度
の
向
上
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
行

政
改
革
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
お
い

て
、
管
理
職
手
当
の
削
減
な
ど
の

諸
手
当
の
見
直
し
を
図
り
、
人
件

費
総
額
の
抑
制
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
平
成
20
年
度
か
ら
は
、
簡

素
で
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

と
し
、
そ
れ
ま
で
の
従
来
型
課
制

か
ら
大
課
制
に
機
構
改
革
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
「
頑
張
る

職
員
が
報
わ
れ
る
」
メ
リ
ハ
リ
の

あ
る
組
織
を
構
築
し
、
職
員
の
士

気
を
高
め
、
ひ
い
て
は
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
が
る
よ
う
一

層
の
取
組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

す
。財

政
面
に
つ
い
て
は
、
安
定
し

た
財
政
基
盤
の
確
立
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

◆
む
す
び

以
上
、
八
つ
の
政
策
目
標
を
基

本
と
し
て
、
町
政
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

具
体
的
な
行
程
な
ど
は
こ
れ
か

ら
と
な
り
ま
す
が
、
優
先
度
の
高

い
施
策
か
ら
一
つ
ひ
と
つ
心
を
こ

め
て
着
実
に
実
行
し
て
ま
い
り
ま

す
。い

ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、「
あ
れ

も
・
こ
れ
も
」で
は
な
く「
こ
れ
と
・

あ
れ
」
と
い
う
、重
点
施
策
を
も
っ

て
町
民
の
皆
様
方
の
暮
ら
し
を
支

え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

町
政
の
運
営
に
あ
た
り
ま
し
て

は
、
町
民
の
声
や
議
会
の
ご
意
見

に
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
常
に
相
談
し
な
が
ら
進
め

て
参
り
ま
す
。

一
方
、
議
論
す
べ
き
と
こ
ろ
は

大
い
に
議
論
し
た
う
え
で
、
皆
様

の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
施
策
を

進
め
る
よ
う
努
め
て
参
る
所
存
で

す
。こ

の
長
柄
町
を
「
明
る
く
元
気

な
ま
ち
」
と
し
て
、
飛
躍
さ
せ
る

た
め
、
わ
た
く
し
の
経
験
の
す
べ

て
を
傾
注
す
る
と
と
も
に
、
職
員

の
英
知
を
結
集
し
、
積
極
果
敢
に

挑
戦
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。以

上
、
わ
た
く
し
の
所
信
の
一

端
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
も
と

よ
り
、
こ
の
い
ず
れ
を
と
り
ま
し

て
も
、
わ
た
く
し
一
人
の
力
で
成

し
得
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
民
の
皆
様
、
町
議
会
議
員
の
皆

様
を
は
じ
め
、
関
係
各
位
の
ご
協

力
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
し
得
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

何
卒
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
こ
と
を
切
に
お
願
い
申
し

上
げ
ま
し
て
、
わ
た
く
し
の
所
信

表
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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　地上アナログ放送は平成23年（2011年）7月24日に終了し、地上デジタル放送に移行します。
　地上デジタル放送をご覧いただくために、「総務省　千葉県テレビ受信者支援センター」（愛称：デジサポ千
葉）では、受信相談会を開催します。
　相談会では、地上デジタル放送の受信に関するお困り事・質問に相談員がお答えします。
　総務省が開催する無料の相談会です。機器の販売や契約の勧誘などは一切ありません。
　当日、直接会場へおいでください。先着順に相談をお受けします。

会　場 開催日 開催時間
長柄町役場

１階　町民ギャラリー 11月8日（月）～12日(金） 10:00～12:00
13:00～16:30

【地デジ全般についてのお問い合わせ先】
　総務省　千葉県テレビ受信者支援センター　電話:043-333-7100（平日　9:00～21:00、土・日・祝　9:00～18:00）

【相談会についてのお問い合わせ先】
　総務省　千葉県テレビ受信者支援センター　電話：043-308-0461　（平日　9:00～18:00）

地デジに関する困り事・質問に答えます

簡易チューナーの無償給付
　経済的な理由等で地デジ放送を視聴できない世帯に給付しています。申込は12月28日まで。詳しくは総務省 地
デジチューナー支援実施デンターへ　☎0570-033840

○日時及び場所　平成22年10月31日㈰
　　　　　　　　10：00～　水上小学校体育館
　　　　　　　　14：30～　日吉小学校体育館

水上小会場：グランド（ただし雨天の場合は職員駐車場及び
体育館周辺とし、できるだけ乗り合わせでお願いします。）
日吉小会場：役場駐車場

　現在のテレビ放送（地上アナログ放送）は平成23年（2011

年）7月24日に終了し、地上デジタル放送に移行します。
　町内において地理的な条件などにより、地上デジタル放送
が受信できない世帯や地区を対象に、衛星放送（セーフ
ティーネット）を利用した視聴を行うための説明会を開催し
ました。
　該当する世帯には、申請書等の関係書類の入った封筒が、
総務省から各家庭のポストに投函されますので、ご確認のう
え申請を行ってください。
＊地デジ難視対策衛星放送の利用についての問い合わせ先
地デジ難視対策衛星放送受付センター
☎：0570－08－2200　または、☎：045－345－0522

【受付時間】　9：00～18：00（年中無休）

衛星放送を利用した視聴

「地上デジタル放送」受信相談会

地デジ難視地区の皆様へ説明会を開催しました

問い合わせ先　総務課 総務企画班　☎35-2111

日吉小学校・水上小学校統合に
関する住民説明会を開催します

駐車場に
ついて
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　平成19年度決算から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、地方公共団体は、決
算時に「健全化判断比率及び資金不足比率」を算出することが義務付けられました。
　従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計において赤字額が標準財政規模の20％を超えると即、財
政再建団体となり、注意喚起の段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっ
ても財政再建団体とならず、地方公共団体全体の真の姿を反映したものではありませんでした。
　財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の２段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会
計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにするものです。
　この健全化判断比率については４つの指標で表されますが、長柄町は、いずれも国の定める基準以下でし
た。その内容は地方債の元利償還金の減少などにより平成20年度より改善したものになっています。
　また、資金不足比率についても公営企業の各会計の資金不足はありませんでした。

平成 21 年度
決算に基づく健 全化判断比率及び

資金不足比率について

長柄町における健全化判断比率等の対象について

長　
　
　

柄　
　
　

町

一　般　会　計

一
般
会
計
等

実
質
赤
字
比
率 連

結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

公
営
事
業
会
計

老 人 保 健 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

農業集落排水事業特別会計 公
営
企
業

会
　
　
計

資
金
不
足
比
率

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計

長生郡市広域市町村圏組合

九十九里地域水道企業団

千葉県後期高齢者医療広域連合

千葉県市町村総合事務組合

地方公社・第３セクター等
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平成 21 年度
決算に基づく健 全化判断比率及び

資金不足比率について
◆実質赤字比率◆
地方公共団体の一般会計の

赤字の程度を指標化したもの

で、財政の深刻度を示すもの。

数字の大きいものほど深刻と

される。

◆連結実質赤字比率◆
一般会計や公営企業会計な

ど全ての会計を合算し、赤字

の程度を指標化したもので、

地方公共団体としての運営の

深刻度を示すもの。数字の大

きいものほど深刻とされる。

◆実質公債費比率◆
借入金の返済額とこれに準

じるものの額の大きさを指標

化したもので、資金繰りの危

険度を示すもの。数値の大き

いものほど危険とされる。

◆将来負担比率◆
地方公共団体の一般会計な

どの借入金や将来支払ってい

く可能性のある負担など、現

時点での残高の程度を指標化

したもの。数値が大きいもの

ほど将来財政を圧迫する可能

性が高いとされる。

◆資金不足比率◆
公営企業会計などの資金不

足を、料金収入の規模と比較

して指標化したもので経営状

況の深刻度を示すもの。数値

の大きいものほど深刻とされ

る。

【健全化判断比率】

指標の名称 平成21年度 平成20年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実 質 赤 字 比 率 ―　% ―　% 15.00% 20.00%

連結実質赤字比率 ―　% ―　% 20.00% 40.00%

実質公債費比率 13.0% 13.8% 25.0% 35.0%

将 来 負 担 比 率 115.7% 122.4% 350.0%

⑴実質赤字比率及び連結実質赤字比率
　「－％」であるのは、一般会計及び各公営事業会計が黒字であり、算定
の基となる赤字がないことによります。
⑵実質公債費比率
　「地方債の元利償還金」などが減少する一方で「標準財政規模」が増加
したことから前年度と比べ改善（△ 0・8％）しました。
⑶将来負担比率
　「基準財政需要額算入見込額」の充当可能財源等が増加し、また、「標準
財政規模」が増加したことなどから前年度と比べ改善（△ 6・7％）し
ました。

用語の解説

【資金不足比率】

会　　計　　名 平成21年度 平成20年度 経営健全化
基準

農業集落排水事業特別会計 ―　% ―　% 20.00%

浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 ―　% ―　% 20.00%

資金不足比率が「―　％」であるのは、両特別会計が黒字であり、
算定の基となる資金の不足額（赤字）がないことによります。
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11月５日から７日まで「ふれあいながら文化祭」を開催します。
町民皆さんの積極的な参加をお待ちしています。

1・作品展
　①展示期日　 11月 5日（金）・6日（土）・7日（日） 

午前 9時から午後 4時 30分まで…
〔ただし、7日は午後 3時まで〕

　②作品内容　 俳句・書道・写真・陶芸・手芸
　　　　　　　ながらこども園・小中学校・長柄学童クラブ他（作品の一部販売）
　③展示場所　 公民館及び武道館

2・宮田章司他公演 
　①開 催 日　 11月 5日（金）　午前 10時から
　②場　　所　 公民館講堂
　③内　　容　 ・宮田章司（江戸売り声）・橘ノ圓満（落語）・三遊亭絵馬（紙きり）
　　　　　　　 ・ボンボンブラザーズ（曲芸）・古娘社中（玉すだれ）

3・長柄歌謡サークル発表会
　①開 催 日　 11月 6日（土）　午前 9時 30分から午後 3時まで
　②発表内容　 カラオケ
　③場　　所　 公民館講堂

俳句大会
　①開 催 日　 11月 14日（日）　午前 9時から
　②場　　所　 公民館青年学級室

11月 6日（土）・7日（日）は、町民バスを通常どおり運行しますので、ご利用ください。

ふれあいながら文化祭のご案内

　９月10日㈮に水資源機構房総導水路管理所による出前講座が、授業の一環として水上小学校４年生を対象
に行われました。
　「知っているかな　房総の水と暮らし」をタイトルに、水の基礎知識や房総導水路の仕事、長柄ダムの役
割や施設ができるまでの経過を説明していただき、水の大切さを知る有意義な出前講座となりました。
　どうして長柄町にダムがあるのか、水がどのようにできるのか、水の大切さを実感し、心にしみる体験と
なりました。

〈こどもたちの意見や感想〉
・水はすごく大切なんだなあと思いました。
・このような授業をしていただき、水のことを
　色々と教えてもらいました。ありがとうございました。
・私たちが流しへ流す油やしょうゆで、川を汚してしまうのが
　わかりました。
・ひと１人が１日に使う水の多さに、ビックリしました。
・なるべく洗剤を使わず、食べ物や飲み物を流さないように
　したいと思います。

出 前 講 座

問い合わせ先　長柄町　公民館　☎35-3242

宮田章司…氏
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事業名 日　程 時　間 対象者 場所
ヘルスアップ教室
〜運動教室1回目〜 11月1日㈪ 　10:00～11:30 40歳以上の方

(事前予約必要です）
日本エアロ
ビクスセンター

子宮がん検診 11月4日㈭
受付時間
・ 9:30～10:45
・13:30～14:45

20歳以上の女性 福祉センター

大腸がん検診
〜集団結果説明会〜 11月5日㈮ 9:30～10:10

　13:30～14:10
大腸がん検診結果が
「要精密検査」の方

保
健
セ
ン
タ
ー

乳児相談 11月18日㈭
・生後4か月児受付
　13：30～13：45
・生後7,12か月児受付
　14：15～14：30

＜生後　4か月児＞　
平成22年　7月生まれの方
＜生後　7か月児＞
平成22年　4月生まれの方
＜生後12か月児　＞
平成21年11月生まれの方
※その他希望者（生後13か月以内の方）

食生活改善推進員研修 11月19日㈮ 9:30～13:00 食生活改善推進員
男性の料理教室 11月25日㈭ 9:30～13:00 男性の方（事前予約が必要です）
骨コツ教室
（骨粗しょう症予防教室） 11月26日㈮ 9:30～13:00 女性の方（事前予約が必要です）

11 月の保健・栄養事業のお知らせ

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

実施期間　平成22年10月1日から平成23年3月31日まで
接種回数及び助成回数　13歳未満　2回　　13歳以上　1回

対象者①【助成額：全額】
・町民税非課税世帯の方（世帯全員が非課税）　・生活保護受給世帯の方
助成を受けるためには・・・
⑴ 町が発行する「負担軽減対象者証明書」が必要なため、接種する前に住民課健康福祉班へ申請が必要です。接
種時に「負担軽減対象者証明書」を医療機関に提出した方は、医療機関での自己負担金は無料となります。
⑵ 「負担軽減対象者証明書」の申請前に接種した方は、一旦自己負担していただき申請後償還払い（口座振替）
をします。
⑶ 長生郡市外の医療機関で接種した場合は、「負担軽減対象者証明書」は適用されません。⑵同様、一旦自己負
担していただき、申請後償還払いをします。
申請に必要なもの
⑴　印鑑　⑵・⑶　印鑑・接種時の領収書・予防接種済証・預貯金通帳（振込口座のわかるもの）

対象者②【助成額：2,500円】
・接種当日に満65歳以上の方
・接種当日に満60歳から64歳までの特定の疾患や障害のある方
　町から事前に送付されている予診票を持参し、医療機関で2,500円を超えた額をお支払いください。

※注意事項※
・医療機関に接種可能か確認をしてから予約をしてください。
・次の医療機関は、かかりつけの方を対象に接種可能となっています。
　 金坂医院・鈴木神経科病院・介護老人保健施設つくも苑・茂原クリニック・茂原神経科病院・茂原中央病院・矢
原耳鼻咽喉科医院・介護老人保健施設睦沢の里・頌栄診療所

インフルエンザの流行のピークは12月頃です、できる限り早い接種をお勧めします。

平成２２年度新型インフルエンザワクチン
接種費用を助成します

各教室等に参加を希望される方は、住民課　健康福祉班へお問い合せ下さい。
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農業者年金に加入しましょう！
　農業者年金は国民年金の第 1号被保険者（保険料納付免除者は除かれます。）である農業者に対し、年金の給付を行うこと
により、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという
農政上の目的を併せ持つ制度です。
　将来受給する年金は、自らが納めた保険料を原資として農業者年金基金が運用し積み立てる方式ですので加入者・受給者
数に左右されず少子高齢化の進展にも対応できることから保険料が引き上げられることもありません。
　なお、保険料の額は 2万円から 6万 7千円と今後の老後設計や農業経営の状況に応じて自由に設定することができます。
支払った保険料は全額（年額最高 80万 4千円）が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。年
金給付についても公的年金控除の対象となり税制面でも優遇措置があります。
　また、認定農業者等の一定の要件（必須）及び区分①から⑤のいずれかを備えた方は国庫助成（最長 20年間）が受けられます。

　長柄町で介護認定を受けている方は約 300人で、その中の 4人に 1人が認知症の診断を受けています。日頃認知症の
方を介護している家族の方は、様々な悩みを抱えていると思います。また、家族が認知症ではないかと悩んでいる方も
多いのではないかと思います。町では、次のとおり認知症家族交流会を開催しますので、ぜひご参加ください。

日　時：平成 22年 11月 17日㈬　9:30～ 11:30　場　所：長柄町保健センター
対象者：認知症高齢者を介護している家族の方（介護保険利用の有無は問いません）
　　　　長柄町の町民の方以外でも参加は可能です
実施者：㈳認知症の人と家族の会千葉県支部
内　容：少人数のグループに分かれての交流会を実施
　　　　家族の会千葉県支部の方が各グループに入り、実体験に基づいた助言をします。
　　　　町地域包括支援センターの職員も同席しますので、介護・生活についての相談もできます。
　　　　例えば…　・こんなことで悩んでいます　・こんな時はどう対応すれば？
　　　　　　　　　・今後どうなってしまうのか、不安でどうすれば良いのか分からない
　　　　　等の悩み相談をすることができます。
　　　　申し込み方法：10月末日までに、地域包括支援センターまで連絡ください

問い合わせ先　農業委員会　☎35-4447

区分 一定の要件（昭和 22年 1月 2日以降生まれで 60歳までに 20年以上の
保険料納付期間があり農業所得が 900万以下であること。）

基本月額２万円－国庫助成＝保険料
35歳未満 35歳以上

① 認定農業者で青色申告者

10,000円 14,000円② 認定就農者で青色申告者

③ 区分①又は②の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者
又は後継者

④ 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両
方を満たすことを約束した者

14,000円
16,000円

⑤ 35歳未満の後継者で 35歳まで（25歳の者は 10年以内）に認定農業者
で青色申告者になることを約束した者

問い合わせ先　住民課 保険住民班 地域包括支援センター　☎30-6000

認知症家族交流会のお知らせ

国保（健康保険）と年金の手続き忘れていませんか？
　会社等へ就職したり、退職したりした場合は健康保険・年金の切り替え手続きが必要となります。手続きが遅れたとし
ても資格の取得喪失は「その事由が発生した日」で行われるので、さかのぼりになると思わぬ不都合が発生する場合があ
ります。
　健康保険・年金の切り替え手続きは速やかに行っていただけるようお願いします。
（例）平成 21年 11月に会社を辞めていて、国保の手続きをしないままだった方が、22年 10月に国保の加入手続きをし
た場合には平成 21年 11月へさかのぼり資格加入を行い、国保税もさかのぼり課税されます。

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113

この機会に
悩みを相談して
みませんか



11

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
〜〜年末調整・確定申告まで大切に保管を！〜〜

　長柄町ヘルスアップ教室の運動教室が 11月 1日㈪に日本エアロビクス
センターで行われます。
　プロのインストラクターからウォーキングや家庭で出来る運動について
正しく指導していただけます。40～ 74歳の方で医師から運動を禁止され
ていなければどなたでも参加できます。
　１回 1,000円で今回だけの参加も可能です。参加希望の方は下記までご
連絡ください。健康維持のため皆様の参加をお待ちしています。

　日　時：平成 22年 11月 1日㈪　10:00～（受付は 9:30～）
　会　場：日本エアロビクスセンター１階受付集合
　　　　　※参加希望で交通手段がない方はお問い合わせください。

●● 運動教室に参加しませんか？ ●● 町内の
40～74歳の皆様へ

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113　健康福祉班　☎35-2414

昨年度の様子

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の 1月 1

日から 12月 31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成 22年 1月 1日から 9月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」が本年 11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の
際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。
また、10月 1日から 12月 31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、来年の 2月
上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご

家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年金
事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113

　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺族
年金は課税されません。）
　課税対象となる受給者の方には、毎年11月上旬までに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されます
ので、12月1日の提出期限までに必ず提出してください。
　この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。
　もし、提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注
意ください。
　なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

平成23年分「扶養親族等申告書」が送付される方

年　齢 65歳未満 年金額が108万円以上
65歳以上 年金額が158万円以上

『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう！
年金受給者のみなさまへ

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113
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日 月 mon 火 tue 水 wed 木 thu 金 fri 土

1 2 3 4 5 6

文化の日 身体計測
母子健康・
栄養相談

7 8 9 10 11 12 13

ﾘﾄﾐｯｸ教室

14 15 16 17 18 19 20

いっしょに遊ぼう

21 22 23 24 25 26 27

勤労感謝の日 おはなし広場 ﾘﾄﾐｯｸ教室

28 29 30 31

★★11月の行事★★
　　◆いっしょに遊ぼう 第 1・3水曜日 （10：00～ 11：00）
　　◆リトミック教室 第 2・4金曜日 （10：00～ 11：00）
　　◆おはなし広場 第 4水曜日 (10：00～ 11：00）
　　◆身体計測 11月 4日㈭
　　◆母子健康・栄養相談 11月 4日㈭ （13：00～ 15：00）
  保健師・栄養士による相談が受けられます。
　　
★★随時受付しています★★
　　◆あそびの広場 月～金曜日　（9：00～ 16：00）
　　◆育児相談 月～金曜日　（9：00～ 15：00）
　　◆一時保育 月～金曜日　（8：30～ 17：00）※ 2週間前までにご予約ください。  
      
◇◇秋も深まり、長柄町特産のさつま芋・栗・椎茸の美味しい季節がやってきました◇◇
　　先の 9月 3日に行われた乳幼児救急法では、ＡＥＤを使用した訓練など貴重な体験をしました。   
　　皆さんに人気のリトミック教室や、おはなしの広場なども毎月開催しています！
　　妊婦さん、子育て真っ最中のみなさん、ぜひ一度、支援センターに遊びに来てください。
　　ママ友を作り、一緒に子育てを楽しみましょう！！         
           

支援センターだよりは役場、公民館に置いてあります。

ながらこども園　子育て支援センターカレンダー11月 12月

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102

日 月 mon 火 tue 水 wed 木 thu 金 fri 土

1 2 3 4

いっしょに遊ぼう 身体計測

5 6 7 8 9 10 11

母子健康
栄養相談

ﾘﾄﾐｯｸ教室

12 13 14 15 16 17 18

いっしょに遊ぼう

19 20 21 22 23 24 25

おはなし広場 天皇誕生日 ﾘﾄﾐｯｸ教室

26 27 28 29 30 31
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　長生健康福祉センターでは、2500g未満で生まれた赤ちゃん等を対象に、小児科医による診察、育児、栄養
に関する相談を無料で行っています。ぜひご活用ください。
　なお、お越しの際は、お手数ですが前日までに担当までご連絡ください。
　（お子さまが5～6か月時点で、一度おはがきでもご案内をさせていただきます。）

実 施 日　平成22年11月17日㈬　平成23年1月5日㈬　3月2日㈬
　　　　　原則奇数月第1水曜日（5月、11月は第3水曜日）
受付時間　午後1：00～1：30

　　　　　＜持ち物＞・母子手帳　・オムツやミルク等、お子さんに必要なもの

問い合わせ先　長生健康福祉センター（長生保健所）担当：地域保健福祉課　母子保健担当　☎22-5167

☆　ながらこども園の入園申込みについて　☆

長生健康福祉センター　赤ちゃん健診

　こども園では、平成22年11月1日㈪から、来年度（平成23年度）の入園申込みを受け付けします。 
(23年度は満3歳児も短時間保育を実施します。)
保育の区分 短時間保育…(幼稚園児) 長時間保育（保育所児）

入園の基準 長柄町に住所を有する満3歳児・4歳児・5歳児
平成17年4月2日生～平成20年4月1日生

保護者及び同居の家族などが居宅内外の仕事に
1日4時間以上かつ月15日以上従事している場合
や、出産や病気、病人の看護等で保育できない
と認められる0歳児(生後6か月)～5歳児

定 員 数 50名(3歳児10名、4・5歳児各20名) 135名
通常保育 [月～金]　8:30～14:00 [月～土]　8:00～16:00
延長保育 － 7:30～8:00（無料）16:00～19:00（無料）

預 か り
保 育

[月～金]　7:30～ 8:30　フリータイム（無料）
　　　　14:30～16:00　1回450円
 [長期休業中]　8:00～16:00　1日1,000円
別途給食費として1食240円が必要です

－

給 　 食 完全給食  (離乳食・アレルギー児の給食に対応)

保 育 料 年額72,000円（月額6,000円）
別途給食費として1食240円が必要です。

乳幼児の年齢や、保護者が納めている所得税額
で決定します。

受付期間
[平成23年4月入園者]　11月1日㈪〜11月15日㈪　ただし土・日・祝日を除く。
[途中入園]　入園希望月の前月15日までに申込み。
※なお、途中入園等の相談は随時行っています。

申 込 書 教育委員会、公民館（土曜日開館）住民課健康福祉班及びこども園の窓口に用意してあります。
なお、申込書の提出はこども園にお願いします。

申込みに必
要なもの ①入園申込書

①入園申込書
②父母及び同世帯の労働等を証明する書類
（雇用証明書は、添付されています。その他の
　書類はこども園に用意してあります。）

以下は、後日提出となります。
③所得税額を証明する書類（A・Bいずれか）
A.平成22年分給与所得の源泉徴収票コピー
B.平成22年分所得税の確定申告書控えのコピー
※その他必要に応じて書類を提出いただく場合
があります。

入園申込み及び問合せ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102
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問い合わせ先　千葉県病害虫防除協同組合　☎043-221-0064

　11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。動物を飼う方は、次のことに注
意して、動物を適正に飼いましょう。

���動物には迷子札やマイクロチップをつけるなどして飼い主がわかるようにしましょう。犬には、首輪等に
登録鑑札と狂犬病予防注射済票を必ずつけなければなりません。
��犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行ってください。１頭１頭の着実な実施によって、国内に狂犬病が侵入
した際、そのまん延を防ぐことができます。
��犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる時は、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。
��ねこは屋内で飼いましょう。ねこによる他人への迷惑を防止でき、また、病気や交通事故等の危険からね
こを守ることができます。
�飼い主がわからない犬やねこには、むやみにエサを与えないようにしましょう。
��サル・ヘビ・ワニなどの特定動物を飼う場合は、あらかじめ保健所長の許可が必要です。また、動物が逃
げ出すことのないように施設の管理には十分注意を払ってください。逃げた場合には、直ちに保健所、警
察へ通報してください。
��動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探し
てください。見つからない場合でも、動物を絶対捨てずに、動物愛護センター等に相談してください。

 問い合わせ先 長生健康福祉センター（保健所） ☎22-5167
  動物愛護センター ☎0476-93-5711

動物による危害防止対策強化月間

◀◀ 蜂（はち）の駆除・防除について ▶▶

ゴミ集積所はきれいにしましょう

　春から秋にかけて、蜂等の活動が活発になります。
　町では、蜂の巣の駆除等は行っておりませんので、蜂の防除・駆除でお困りの方は、下記へお問い合わせく
ださい。（作業は有料となります。）
蜂から身を守るために注意すること
① 蜂は黒くて動くものに攻撃する性質があります。蜂がいそうな場所に近づく時は、白っぽい服を着て、帽子
をかぶることをお勧めします。
② 蜂が発する「カチ、カチ」という音は、それ以上近づいたら攻撃するという警告音です。慌てずに遠ざかっ
てください。
　また、足音の振動や大声に対しても攻撃してきますので、注意してください。
蜂に刺されたときの対処
　速やかに毒液を取り除くことが大切です。刺された部分をつまみ、絞り出しながら水で洗い流してください。
その後、抗ヒスタミン軟膏を塗ってください。
　応急処置が済みましたら、すぐに最寄の病院で診察を受けてください。

ゴミ集積所の管理は、地域の自治会や地区会で維持管理しています。
不法投棄等されないように、集積所はきれいに管理しましょう！
また、ゴミを出す際には、各家庭に配布されている「ゴミと資源の分け方・出し方（ゴミカレンダー）」をよく
見て正しく分別し、業者が収集しやすいように、ゴミ出しのマナーを守って頂けるようご協力をお願いします。

問い合わせ先　広域市町村圏組合 環境衛生課　☎23－4944
 事業課 地域整備班 ☎35－2114
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　近年、イノシシ等による農作物への被害が多発しています。町では、被害を最小限に食い止めるため、３町
（睦沢町・長南町・長柄町）の猟友会の協力を得て、銃器によるイノシシの合同駆除を実施します。
　当日は、安全対策に万全を期しておりますが、事故防止のため入山される際には、十分気をつけて下さい。

１．実施予定日　10月24日㈰　雨天中止
２．時　　　間　午前８時から午後４時頃まで
３．実 施 区 域　高山・大庭・不動・日の宮・田代・鴇谷西部

　☆駆除員（猟友会員）は、下記の装備を身に付け活動します。
　　・有害鳥獣駆除の腕章
　　・オレンジ色のジャケット等目立つ格好

イノシシ駆除実施のお知らせ

防災行政無線（戸別受信機）
電池交換及び

接続コードの確認を！

前 面 背 面

防災行政無線（戸別受信機）は、停電になりますと、受
信機内の乾電池に電源が自動的に切り替わるように作られ
ております。非常時の受信に支障がないようにする為、戸
別受信機内の４本の単２乾電池は、１年に１回必ず交換し
て下さい。電池の液漏れは故障の原因となります。各型式
における電池ボックスの位置は記載図の通りです。

（型式１）

（型式２）
型式１は背面下部

型式２は前面左側

問い合わせ先　事業課 産業振興班　☎35-4447

問い合わせ先　総務課 総務企画班　☎35-2111
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お　し　ら　せ
労働基準監督署内の課名を分かりやすく

変更しました
〜平成 22年 10月１日から〜

　厚生労働省は、10月１日から労働基準監督署内の課
名を業務内容に沿った名称に変更しました。利用者か
ら問い合わせ先が分かりにくいといったご意見などが
あるためで、名称変更により、国民サービスの向上に
努めます。
　今まで使用していた「第一課」、「第二課」などの課
名は、変更後は下の図のようになりました。
　なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓
口等の変更はありません。
● ３課体制の場合（茂原署、成田署、東金署）
（現行） （変更後）
第一課 → 監督課 …（監督及び庶務業務担当）
第二課 → 安全衛生課 …（安全衛生業務担当）
第三課 → 労災課 …（労災業務担当）

● ２課体制の場合（銚子署）
（現行） （変更後）
第一課 → 監督課 …（監督及び庶務業務担当）
第二課 → 労災・安衛課 …（労災及び安全衛生業務担当）
千葉労働局総務部企画室　� 043-221-2303

e-Tax（国税電子申告・納税システム）を
ご利用している方へ

　電子証明書の有効期限が３年間であるため、平成 19
年から平成 20年にかけて電子証明書を取得した方は、
更新手続きが必要となります。市町村の住民課窓口で
手続きを行なってください。
　なお、電子証明書が失効した場合、国税の電子申告
など、電子申請・届出に使用することができなくなり
ましたので、ご注意ください。
茂原税務署総務課　� 22-2166

『親子で税金教室』のお知らせ
日時　平成 22年 11月６日㈯
　　　午後１時 30分〜３時 40分
場所　白子町青少年センター
　　　（長生郡白子町関 5038-1）� 33-2111
内容　第１部　親子で税金教室
　　　第２部　アトラクション
　　　（白子町立白潟・南白亀小学校金管部）
　　　（中学生の税についての作文の朗読）
　　　第３部　お楽しみ抽選会
対象者　小学生及びその保護者
※�参加希望の方は、茂原税務署総務課　� 22-2166

までご連絡ください。
※�この税金教室の模様は、千葉テレビ 11月 23日㈫午
前 11時 30分〜
　『もうすぐお昼ですよ』の中で放送される予定です。

県立長生特別支援学校　後期学校公開
日時　平成 22年 10月 25日㈪
　　　午前 10時から午後 2時まで参観できます。
場所　県立長生特別支援学校（一宮町東浪見 6767-7）
内容　本校の概要説明
　　　施設設備や授業の様子の参観
お問い合わせ　� 0475-42-2470（担当　細井・関）

つくも
九十九祭（社会福祉法人　九十九祭主催）
①ときわぎ会場
日時　11月 13日㈯　午前 10時から午後 3時
内容　自主製品の販売
　　　（パン、味噌、焼き菓子、木工品など）
　　　遊ぶ企画など多数用意しています。
お問い合わせ　� 0475-44-2299
ときわぎ工舎　睦沢町長楽寺 496
※駐車場は、睦沢町役場横になり、会場まで送迎します。

②まきのき会場
日時　11月 14日㈰　午前 10時から午後 2時
内容　もちつき無料配布
　　　よさこい鳴子会
　　　パン食い競争、遊ぶ企画など
お問い合わせ　� 0475-44-1214
槇の木学園・つくも幼児教室　睦沢町上市場 693

みんなの力で一宮川をきれいに！
一宮川等流域環境保全推進協議会では、行政と各種
団体・企業で長生郡内を流れる一宮川の水質浄化と環
境保全に取り組んでいます。
協議会では、一宮川の環境保全のため一宮川河口の
清掃を行いますので、皆様の参加をお願いします。

日時　10月31日㈰
　　　午前９時〜11時（雨天決行）
場所　九十九里有料道路料金所脇中州及び河口周辺
集合　国民宿舎一宮荘下（海岸北側駐車場）
お問い合わせ　総務課�総務企画班　�35-2111
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おいしく作って食べて健康おいしく作って食べて健康
食生活改善推進員コーナー

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

＊作り方＊
①　�さつまいもは、きれいに洗い１ｃｍ角に切り、水
にさらしてアクをぬき、ざるにあけ水気を切る。

②　�ボールに卵３個を割り入れときほぐし、砂糖を２
〜３回に分けて加え、白いクリーム状になるまで
よく泡立てる。

③　�②に牛乳・米粉・ベーキングパウダー・バニラエッ
センス・サラダ油を加えて、生地を切るように混
ぜる。

④　�炊飯器の内釜に出来上がった生地を流し入れ、ス
イッチを入れて焼く。

⑤　スイッチが切れても５分位そのままにしておく。
⑥　竹串をさして生地がつかなければ出来上がり。

＊材　料＊
米粉………………………… 110ｇ
卵……………………………… 3個
砂糖…………………………… 80ｇ
牛乳……………………………50cc
サラダ油（生地用）… 大さじ2杯半
サラダ油（内釜用）………… 少々
ベーキングパウダー…… 大さじ1
バニラエッセンス…………… 少々
（新）さつまいも………… 200ｇ

炊飯器で作る米粉ケーキ

※具は、チーズ、かぼちゃ、ごま、甘納豆などなんでもＯｋです！（ちばコメ粉食品普及会　レシピ集から）

食生活改善推進員
(立鳥地区 )
伊藤　照子

問い合わせ先　教育委員会　教育課 生涯学習班　☎35-3242

　町では、新成人の門出を祝うため、次のと
おり成人式を行います。
日　時：１月 9日㈰　午前 10時から
会　場：町公民館　講堂
対象者： 平成２年４月２日～平成

３年４月１日までに生ま
れた町在住の方

※現在、町外にお住まいの方で出
席を希望される場合は、下記まで
お問い合わせください。

期　日　平成 22年 12月５日㈰
　　　　午前 10時スタート（雨天決行）
会　場　長柄町役場庁舎前（スタート・ゴール）
区　間　６区間（26.8㎞）
チーム　１チーム最低６名
参加費　町外一般　6,000円　高等学校　2,000円
　　　　中学校・町内一般　無料
※ 当日不参加の場合でも参加費は返却できませ
んので、ご了承ください。
申込期間　10月 20日㈬から 11月 14日㈰まで

平成23年　成人式 長柄町一周駅伝大会 参加チーム募集

炊飯器を利用した簡単に
できるケーキです♪
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今月の納税の
お知らせ

・町県民税 第 3 期　• 国民健康保険税 第 4 期
• 後期高齢者医療保険料 第 4 期
納付期限は、11月1日㈪です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いします。

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替が便利です。
この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替によって

納税することができますので、手数が少なくて済み、大変便利です。
新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場総務

課�税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。
「口座振替依頼書」は、役場総務課�税務班、長生農協の町内各支所、町
内のゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。長柄町ホームページ
からもダウンロードできます。（ダウンロード様式での申込みは、ホーム
ページ内の注意事項をご覧ください。）
納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税納税 には

を

安心便利な

口 座
振 替

納税

保健師　大胡真弓

　20歳・25歳・30歳・35歳・40歳の女性の方へ（平成22年4月１日現在）
昨年度から20・25・30・35・40歳の方を対象に無料でがん検診を受診できる「子宮頸がん無料クーポン券」を
交付しています。個々で医療機関を受診した場合、検査料金は一人当たり3,000～6,000円かかります。無料クー
ポン券は毎年貰える訳ではありません。この機会に１度、自分の身体を見直してみては、いかがでしょうか？
なお、子宮頸がん無料クーポン券は町の集団検診のみ使用できますので、是非、町の検診にお越しください。

女性のみなさん!!「子宮頸がん検診」を受けましょう!!

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

−広告−

日本では年間約15,000人が子宮頸がんにかかり、約3,500人が死亡しています。以前、子宮頸がんは40歳～60歳代
に多く発症すると言われていましたが、現在は20～30代の若い女性が増えてきています。
子宮頸がんは全ての女性に起こりうる病気です。自分の身体は自分で守りましょう!!

子宮頸がんと聞いて、「自分は大丈夫」と思っていませんか？
子宮頸がんの初期は自覚症状がないため、発見が遅くなることがあります。

Q子宮頸がんの症状は…？
・ 性交後出血　・おりものの異常（茶褐色、黒褐
色のおりものが増える、など）

・ 不正出血（月経時以外の出血）・下腹部や腰の
痛み　など。

※上記の症状の場合、早急に受診してください。

しかし…
子宮頸がんの初期は無症状です。
自分では気づくことができません。
でも、子宮頸がん初期は検診で見つけ
ることができます。

広告宣伝の企画・制作・印刷の総合プロデュース

〒297-0037　茂原市早野1143  TEL 0475-22-3345  FAX 0475-22-3553
http: //www.webhobundo.com

Total Media Solution Hobundo
■広告企画制作
■ホームページ企画制作運営
■印刷  ■CI・VI企画制作 

■ラベル・シール制作
■イベントの企画制作
■放送メディアの企画販売

■サイン・看板の企画制作
■オンデマンド印刷
■大判カラー出力

美しく生きる大人の女性の情報誌 「奥上総」を体感するドライブ観光情報誌外房の不動産・生活情報誌

−広告−
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『
攻
撃
は
最
大
の
防
御
な
り
』

夏
の
総
合
大
会
が
あ
り
、
長
柄
中
の
卓

球
部
が
県
大
会
に
出
場
し
た
の
で
、
成
田

へ
応
援
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。

生
徒
が
一
同
に
会
し
て
、
私
の
話
を
聴

い
て
く
れ
ま
し
た
。

話
が
終
わ
っ
た
瞬
間
、
一
年
生
の
女
子

生
徒
が
「
教
育
長
さ
ん
、
私
達
も
郡
市
新

人
大
会
で
優
勝
し
て
、
こ
こ
（
成
田
）
へ

来
ま
す
の
で
応
援
に
来
て
下
さ
い
！
」
と

真
剣
な
眼ま

な
ざ
し差

し
で
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。

即
座
に
「
は
い
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
応
援
に
来
ま
す
！
」
と
答
え
ま
し
た
。

二
カ
月
後
、
三
カ
月
後
の
自
分
の
姿
が

こ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

私
に
誓
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
を

一
層
奮ふ

る

い
立
た
せ
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

夏
休
み
中
、
休
み
が
思
う
よ
う
に
取
れ

な
か
っ
た
と
、
顧
問
が
嬉
し
い
悲
鳴
を
上

げ
て
い
ま
し
た
。

私
は
現
役
時
代
、《
攻
撃
は
最
大
の
防

御
な
り
》
を
座
右
の
銘
に
し
て
来
ま
し
た
。

『
お
お
！
恐
ろ
し
い
こ
と
を
！
』
と
思
う

方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
諺

こ
と
わ
ざは
、
目

標
達
成
の
手
法
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

職
員
会
議
で
保
護
者
や
地
域
へ
の
方
に

朝
の
掃
除
か
ら
、
帰
り
の
会
ま
で
の
全
て

を
見
て
頂
く
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

職
員
の
強き

ょ
う
れ
つ烈

な
抵
抗
を
覚
悟
し
て
い
ま

し
た
が
、
議
論
の
末
、
各
学
期
、
四
日
間

と
決
ま
り
、
そ
の
結
果
保
護
者
か
ら
学
校

で
は
気
づ
か
な
い
提
案
や
、
自
分
の
子
ど

も
が
掃
除
を
し
て
い
な
い
所
を
見
て
反
省

し
た
と
、
お
礼
の
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。

特
に
驚
い
た
こ
と
は
、
朝
の
掃
除
に
保

護
者
も
参
加
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

今
一
つ
は
朝
の
読
書
で
す
。

学
校
が
荒
れ
て
い
た
た
め
、
何
と
か
し

て
静
か
な
朝
の
ス
タ
ー
ト
を
さ
せ
た
か
っ

た
た
め
で
す
。

一
学
期
を
準
備
の
期
間
に
し
ま
し
た
が
、

約
束
を
待
ち
き
れ
ず
に
、「
校
長
！
六
月

か
ら
試
行
し
て
い
い
で
す
か
？
」
と
許
可

を
求
め
る
職
員
も
い
ま
し
た
。

も
っ
と
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
、
朝
だ
け

で
な
く
、
校
内
の
い
た
る
所
で
読
書
を
す

る
姿
に
出
会
っ
た
こ
と
で
す
。

ど
ち
ら
も
今
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
特
に
学
校
公
開
は
平
成
十
年

の
頃
に
は
学
期
一
回
の
授
業
参
観
は
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
公
開

は
、
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

親
や
地
域
は
、
子
ど
も
が
元
気
に
楽
し

く
学
校
生
活
を
送
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
、

何
に
も
増
し
て
望
ん
で
い
ま
す
。

　

親
や
地
域
と
の
信
頼
関
係
を
強き

ょ
う
こ固

に
し

た
い
一い

ち
ね
ん念

の
提
案
を
、
力
強
く
応
援
し
て

く
れ
た
職
員
に
、
今
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
は
、
自
分
の
将
来
の
た
め
に
失

敗
を
恐
れ
ず
挑
戦
し
て
く
れ
る
こ
と
。

大
人
は
、
感
動
体
験
や
苦く

じ
ゅ
う汁

の
決
断
を

し
た
貴
重
な
人
生
経
験
を
、
子
ど
も
や
地

域
社
会
に
対
し
て
、
前
向
き
に
提
案
し
て

く
れ
る
こ
と
を
、
表
題
の
諺
は
教
え
て
い

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

名　　　称 電話番号

総務課
総務企画班（選挙管理委員会） 35-2111
財政管財班 35-2110
税務班 35-2112
議会班（議会事務局） 35-2438

住民課
保険住民班 35-2113
地域包括支援センター 30-6000
健康福祉班 35-2414
ながらこども園 35-3102

名　　　称 電話番号

事業課 産業振興班（農業委員会） 35-4447
地域整備班 35-2114

教育課
学校教育班 35-2437
学校給食センター 35-2003
生涯学習班 ･公民館 35-3242

福祉センター 30-7200
都市農村交流センター 35-0055

役 場 ・
そ の 他
公共施設
電話案内

町 　 公 　 民 　 館	 10月25日㈪、11月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪
町 福 祉 セ ン タ ー	 10月25日㈪、11月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、23日㈫
都市農村交流センター	 10月21日㈭、28日㈭、11月4日㈭、11日㈭、18日㈭

各公共施設の休館日

大
野　

史
恵

名め
い
げ
つ月
に
見み

と
れ
て
し
ば
し庭に

わ

に
佇た

ち

連つ

れ
立だ

ち
て
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や秋あ

き

の
風か
ぜ

山や
ま
す
そ裾
の
人ひ
と

目め

を
引ひ

く
や
女お
み
な
え
し

郎
花

野の

良ら

仕し

事ご
と

残ざ
ん
し
ょ暑
の
中な
か

に
余よ

念ね
ん

な
く

山
﨑　

清
風

言い

い
訳わ
け

は
胸む
ね

に
し
ま
い
て月つ

き

を
見み

る

流り
ゅ
う
ぎ儀
な
ど
な
く
て
活い

け
た
る萩は

ぎ

の
紅べ
に

無む
ぞ
う
さ

造
作
に
活い

け
て
華は
な

や
ぐ
女お
み
な
え
し

郎
花

陽ひ

に
感か
ん
し
ゃ謝
土つ
ち

に
御お

礼れ
い

し
秋
し
ゅ
う

耕こ
う

す

福
田　

寿
満
子

亡な

き
夫ひ
と

を
し
き
り
と
恋こ

う
る月つ

き
み見
か
な

大だ
い

銀ぎ
ん
が河
孫ま
ご

と
仰あ
お

ぎ
見み

サ
ン
ル
ー
ム

を
み
な
え
し
苔こ

け

と
つ
り
合あ

ふ芭ば

蕉し
ょ
うの
碑ひ

子こ

の
住す

め
る
沖お
き
な
わ縄
の
月つ
き

想お
も

い
馳は

せ

渡
辺　

み
の
る

妖よ
う
か
い怪
も
月つ
き
み見
の
席せ
き

に
居い
す
わ座
り
ぬ

運う
ん
ど
う
か
い

動
会
老ろ
う
じ
ん人
達た
ち

の
Ｖブ
イ

サ
イ
ン

雨あ
め

う
け
て
い
よ
よ
あ
ざ
や
か女お

み
な
え
し

郎
花

船ふ
な

旅た
び

の
安あ
ん

否ぴ

気き

づ
か
い
秋あ
き

に
入い

る

角
田　

揚
子

観か
ん
げ
つ月
や
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
と
空そ
ら

の
丈た
け

娘む
す
め
ら等
の
幸
し
あ
わ
せ

祈い
の

る
月つ
き
み見
か
な

女お
み
な
え
し

郎
花
明あ

す日
を
思お
も

い
て寝ね

つ
か
れ
ず

馬う
ま

肥こ

え
て
嘆な
げ

き
の
壁か
べ

をつ
き
や
ぶ
る

前
田　

や
え

月つ
き
み
ざ
け

見
酒
友と
も

の
来き

た
り
て
ま
た
楽た
の

し

刈か

り
取と

り
の
終お

え
し
田た

ん
ぼ
に

煙け
む
り

舞ま

う

女お
み
な
え
し

郎
花
ひ
っ
そ
り
と
咲さ

く白し
ろ

も
あ
り

雨あ
め

受う

け
て
茄な

す子
の
紫
む
ら
さ
き

色い
ろ

を
ま
し

髙
橋　

美
代
子

手て

の
中な
か

の
グ
ラ
ス
に
写う
つ

る
月つ
き
み
ざ
け

見
酒

体た
い
り
ょ
く
力
は
や
ぶ
枯や
ぶ

ら
し
ほ
どあ

り
も
せ
ず

女お
み
な
え
し

郎
花
背せ
い

高た
か

ノ
ッ
ポ
庭に
わ

の
す
み

思お
も

う
ほ
ど
思お
も

わ
れ
も
せ
ず
茗み
ょ
う
が荷

花ば
な

九
月
の
句
会
か
ら
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月 / 日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

10/24 鈴 木 医 院 （ 2 2 ）2 6 3 0 公 立 長 生 病 院 （ 3 4 ）2 1 2 1

10/31 吉 田 医 院 （ 3 4 ）3 0 4 5 三 枝 医 院 （ 2 5 ）2 2 0 3

11/3 山 之 内 病 院 （ 2 5 ）1 1 3 1 菅 原 病 院 （ 2 5 ）1 1 7 1

11/7 宮 山 医 院 （ 2 2 ）4 8 7 3 宍 倉 病 院 （ 2 4 ）2 1 7 1

11/14 聖 光 会 病 院 （ 3 5 ）5 1 5 1 本納整形外科・内科 （ 3 4 ）5 0 9 1

11/21 宮 本 内 科 医 院 （ 2 2 ）3 7 7 0 君 塚 病 院 （ 2 5 ）1 8 1 1

11/23 ポ プ ラ クリ ニック （23）3111 鎗田整形外科医院 （ 2 4 ）8 6 8 6

夜間、お子さんの具合が急
に悪くなったときに、看護師
や小児科医が電話でお子さん
の症状を伺い、すぐに医療機
関で受診した方が良いか、家
で様子をみても大丈夫かなど
をアドバイスします。

相談時間
毎日夜間
　　　午後7時~午後10時まで

電話番号
♯8000

（プッシュ回線・携帯電話）
☎043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000をご
利用いただけない場合）

こ ど も 急 病
電 話 相 談

日曜・休日当番医案内
　日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。
　消防本部通信指令課（☎24-0119）へお問い合わせください。

診療時間は午前9時~午後5時までです。

長生郡市夜間急病診療所案内
●診療科目:内科・小児科　診療時間:午後8時~午後11時
　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）☎24-1010
●夜間急病診療テレフォン案内　午後7時~翌午前6時　☎24-1011

各 種 相 談 日 程
【　町　】
心配ごと相談 10/20㈬、11/1㈪、11/22㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
人権相談 10/20㈬、11/10㈬、11/22㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260

●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。
行政相談 11/10㈬ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

子どもの虐待などの相談
児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関
するあらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

健康福祉班 ☎35‒2414

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原1102-1　長生合同庁舎内】※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。　

女性のための健康相談 臨床心理士　毎月1回、内科医師　年4回、産婦人科医師　年4回 地域保健福祉課 ☎22-5914（予約制）午後1時〜3時
未熟児等健康相談 奇数月第1木曜日（原則） （予約制）午後1時〜2時 地域保健福祉課 ☎22-5167
療育相談 年4回（5月、8月、11月、平成23年2月の第2金曜日） 地域保健福祉課 ☎22-5167（予約制）午後1時〜2時

こころの健康相談 第1・2月曜日（精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時30分 地域保健福祉課 ☎22-5167第3火曜日（老人精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時
こどもの発達相談 10/26㈫ （予約制）午後1時〜5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
不妊相談 毎月　第2木曜日 （予約制）午後1時〜3時 地域保健福祉課 ☎22-5914
DV相談 来所相談：火曜日（予約制） 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5565電話相談：月曜日〜金曜日

エイズ相談
HIV等抗体検査

第1・3火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167（エイズ検査のみ即日判定可能）
偶数月第3火曜日 午後5時30分〜7時

肝炎ウイルス検査 毎月　第1・3火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
骨髄バンクドナー登録受付 毎月　第1火曜日 （予約制）午前10時 健康生活支援課 ☎22-5167
腸内細菌検査 第1〜4火曜日 午前9時〜11時 検査課 ☎22-5167
性感染症検査 毎月　第1火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
家庭児童相談 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
母子自立支援 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。（☎0475-22-5167）


